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３.  都市再生推進法人 

  
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等

を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定するものをいいま

す。 

◉ 市町村は、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体を、都市再生推

進法人として指定できます。 

◉ 都市再生推進法人は、自らの業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成を、市町村に提

案することができます。 

 

 

都市再生推進法人のメリット 

 まちづくりの担い手として、公的位置付けを付与 

 市町村に対する都市再生整備計画の提案が可能 

 都市利便増進協定を締結することが可能  

 

実施する事業イメージ 

 オープンカフェ  

 自転車共同利用事業  

 広告塔等の整備管理 

 まちなか美化清掃活動  

 歩行者天国等でのイベント開催  
 

オープンカフェ
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3-1.  

 

都市再生推進法人（法第１１８条～第１２３条）H19－ 

Ⅰ.都市再生推進法人とは 

■ 都市再生推進法人とは 

◉ 都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等

が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずること

により、その積極的な活用を図る制度です。 

◉ 都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まち

づくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待

されます。 

 

■ 都市再生推進法人の主な業務 

◉ 都市再生推進法人は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の

区域や、立地適正化計画の区域において、以下の業務（一部の業務でも可能）を行います。（法

第１１９条） 

 

都市再生推進法人の業務（法第１１９条）  

(1) 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業、低未利用土地の利用又は管理に関する

事業を行う民間事業者に対する専門家派遣、情報提供、相談等の援助 

(2) 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業を行う NPO 法人等に対する助成  

(3) 都市開発事業、跡地等の管理に関する事業の実施や公共施設、駐車場、駐輪場の整

備  

(4) 事業用地の取得、管理、譲渡  

(5) 公共施設、駐車場、駐輪場の管理  

(6) 都市利便増進協定*に基づく都市利便増進施設の一体的な整備及び管理 

(7) 低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備及び管理 

(8) 跡地等管理協定に基づく跡地等の管理  

(9) 都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供  

(10) 都市の再生に関する調査研究  

(11) 都市の再生に関する普及啓発  

(12) その他の都市の再生に必要な業務 

 

※ 都市利便増進協定とは、都市再生整備計画の区域において、まちのにぎわいや憩いの

場を創出する施設（広場、駐輪場、緑地等）について、地域住民が自主的な管理を行

うために都市再生特別措置法に基づき締結する協定制度です。協定参加者は、地権者

を原則としますが、都市再生推進法人は、地権者でなくても参加することができま

す。 
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都市のスポンジ化対策のための都市再生推進法人の業務の追加（H30 改正都市再生特別措置法） 

 地方都市を中心に、空き地等が時間的・空間的にランダムに生じる「都市のスポンジ

化」が進行し、居住や都市機能の誘導を図るべき区域においても、エリア価値の低下、

治安・環境の悪化、誘導施設等の種地確保の阻害といった問題を生じさせ、コンパクト

なまちづくりを進める上での障害となっている。  

 こうした問題に対応するため、都市再生推進法人について、低未利用地の有効利用をし

ようとする者に対して情報・ノウハウ等の面から援助する機能のほか、まちづくりに活

用し得る土地等について、情報を集約し、土地の一時的な保有・管理を含め、所有者等

と利用意向者をマッチングする機能を付与することとした。 

 そこで、都市再生推進法人の業務として、新たに、低未利用地の利用に関する事業のた

めの情報提供等の援助及び土地の取得等に関する業務が追加された。 

 

■ 都市再生推進法人の要件 

 都市再生推進法人になることができるのは、一般社団法人（公益社団法人を含む）、一

般財団法人（公益財団法人を含む）、NPO 法人、まちづくり会社です。 

 

※民間まちづくり活動の成熟化・ノウハウの蓄積に伴い、近年では市町村の出資を受けな

い民間まちづくり会社の発意による多様なまちづくり活動が広がってきています。こう

したまちづくり会社についても、都市再生推進法人として指定できるよう、平成２８年

度より、まちづくり会社（※）における市町村の出資要件は撤廃されました。 

※まちづくり会社とは、まちづくりの推進を図ることを目的として設立される公共性が高

い会社のことを指します。 

 

都市再生推進法人の指定要件の緩和（H28 改正都市再生特別措置法） 

 地方都市を中心として近年まちなかのにぎわいが失われていることや地方公共団体が

財政難に直面していること等を背景に、民間まちづくり団体がまちづくり行政を補完

する必要性が高まっており、より広くまちづくり活動をまちづくり会社に補完しても

らう必要がある。  

 そこで、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社を都市再生推進法

人として指定する際に求められる「政令で定める要件（株式会社にあっては総株主の

議決権に占める市町村の有する議決権の割合が１００分の３以上であること、持分会

社にあってはその社員のうちに市町村があること。）」を撤廃することで、まちづく

り会社によるまちづくり行政の補完を推進する。 
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■ 市町村長による指定 

 市町村長は、上記の要件に該当するものであって、業務を適正かつ確実に行うことがで

きると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人として指定することがで

きます。 
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Ⅱ.都市再生推進法人のメリット 

 

 

 

■計画の提案 

■協定への参画 

■その他 

■税制特例・財源支援 
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Ⅲ.都市再生推進法人の指定の手続き 

◉ 都市再生推進法人の指定は、申請を受けた市町村長の裁量で行う。具体的には、以下のような

手続きが想定される 

 

 

都市再生推進法人を申請できる法人の要件 

 都市再生推進法人を申請できるのは、一般社団法人（公益社団法人を含む）、一般財

団法人（公益財団法人を含む）、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、まちづくり会

社です。 

 

 

都市再生推進法人の募集方法 

 都市再生推進法人の募集方法は、市町村が決めることができます。 

 常時申請を受け付けその都度審査する方法や、広報等で申請期限を定めて公募する方

法等が考えられます。  

 

 

都市再生推進法人の申請に必要な書類 

 申請書類の様式や内容は、市町村が独自に定めることができます。 

 

 

 

☞１  

 

☞２  

 

☞３  
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 申請書類は☞４で示す基準に照らして審査するために必要な情報が得られることが必要で

す。具体的には、以下のような書類が考えられます。 

 

《申請書に添付する書類の例》 

 定款 

 登記事項証明書 

 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

 組織図及び事務分担を記載した書面  

 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表 

 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 

 これまでのまちづくり活動の実績を記載した書面 

※会報、パンフレット、議事録等でも可  

 都市再生特別措置法第 119 条に規定する業務（の一部）に関する計画書 

※必要に応じて図面を添付 

※関係する行政機関や民間団体等と既に連携・調整を図っていれば、その状

況を記載 

 

 

都市再生推進法人の審査基準 

 都市再生推進法人の審査基準は、市町村が独自に定めることができます。要綱・要領

として定めることも考えられます。  

 市町村長は、都市再生推進法人になろうとする法人が、当該法人が行おうとする業務

を適正かつ確実に行えるかどうかを審査する必要があります。 

 

 

 

 

※参考 都市再生推進法人の指定に要した期間 

 

 

出典：国土交通省アンケート  

(平成 30 年 1 月実施/回答数 16 自治体) 

 

 

 

 

 

☞４  
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《審査基準の例》 

【法人の活動目的・活動内容について】 

 不特定多数の利益を目的として活動を行う法人であること 

 まちづくりの推進を活動目的としていること 

【法人の活動実績について】  

 過去に、都市再生推進法人を申請する組織またはその母体となっている組織

に、まちづくり活動の実績があること 

【法人の組織形態・運営体制について】 

 当該市町村内に事務所を有し、当該市町村内で活動を行っていること（当該

市町村外を活動範囲に含んでいても構わない） 

 都市再生推進法人の業務を適正かつ確実に行うために、 

 必要な組織体制や人員体制を備えていること 

 必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること 

 関係する行政機関や民間団体等と既に十分な連携を図っていること、ある

いはこの先図ることが出来ると認められること 

 

 

都市再生推進法人の監督 （法第１２１条） 

 市町村長は、必要に応じて、都市再生推進法人に対し、業務の報告をさせることがで

きます。 

 市町村長は、都市再生推進法人が、必要な業務を適正かつ確実に実施していない場合

と認めるには業務改善命令を出すことができます。また、命令に違反した場合には、

都市再生推進法人の指定を取り消すことも可能です。  

 

 

 

 

 

参考：都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要領の作成例について 

 都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要領を作成する場合、下記

URL から見本をダウンロードできますので、適宜ご活用ください。 

http://www.mlit.go.jp/toshi/common/000205040.pdf （平成 31 年 4 月現在） 

※３ページで紹介している国土交通省ホームページ「官民連携関連施策」にも

本ファイルへのリンク（都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

（例））がありますので、併せてご確認ください。 

 

☞５  

 

http://www.mlit.go.jp/toshi/common/000205040.pdf
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都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置 

■ 目的 

◉ 市町村長が策定する「都市再生整備計画」や「立地適正化計画」を推進するため、これらの計

画に参画する都市再生推進法人への土地等の提供に伴う税負担を軽減することで、都市再生推

進法人による都市開発事業、公共施設や誘導施設等の整備に関する事業、低未利用土地の利用

に関する事業等の円滑な実施を促すものです。 

 

■ 特例措置の内容 

① 個人又は法人が、都市再生特別措置法第 119 条第３号に規定する事業（例：都市再生整備計画

の区域における都市開発事業、立地適正化計画に記載された誘導施設等の整備に関する事業や

低未利用地の利用又は管理に関する事業）の用に供するために、所有期間５年超の土地等を、

都市再生推進法人に譲渡する場合 

 

特例措置の内容 

長期譲渡所得のうち 2,000 万円以下の部分 

について税率を軽減 

 

 

 

② 個人又は法人が、都市再生整備計画又は立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する

事業の用に供するために、都市再生整備計画又は立地適正化計画区域内の土地等を、地方公共

団体の管理の下に事業を行う都市再生推進法人に買い取られる場合 

特例措置の内容 1,500 万円特別控除 
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■ 特例措置を受けられるための要件 

◉ 都市再生推進法人が、次のイ）かつロ）の要件を満たすことが必要です。 

イ）公益社団法人又は公益財団法人であること 

ロ）定款において、その法人が解散した場合、残余財産が地方公共団体又はその法人と類似

の目的をもつ他の公益目的事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること 

 

都市再生推進法人等に対する補助制度（民間まちづくり活動促進・普及啓発事業） 

■ 目的 

先進団体が実施する、これから民間まちづくり活動に取り組もうとする者に対する普及啓発事業

や、まちづくり会社等の民間の担い手が主体となった都市再生特別措置法の都市利便増進協定に基

づく施設整備等を含む実証実験等に助成する。これにより、民間まちづくり活動を広めるとともに、

地域活力の向上等を図る。 

 

■ 経緯 

平成 24 年度：制度創設 

平成 26 年度：補助対象事業に普及啓発事業を追加 

平成 28 年度：補助対象事業に低未利用土地利用促進協定に基づく施設の整備・活用を追加 

平成 30 年度：補助対象事業に地方再生コンパクトシティのモデル都市※における官民連携事業を

追加（※参考 URL：http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000056.html） 

 

■ 概要 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000056.html

